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枯れた街路樹や植樹桝だけが残っている箇所の有無について 
 

都市安全部 道路管理課 
公園河川課 

 
 

  道路パトロールや市民の皆様からの通報により、街路樹が枯れていることが判明した

場合には、歩行者や車両の安全な通行を確保するため伐採しています。 

  街路樹の伐採後の補植については、現在策定を進めている宝塚市パークマネジメント

計画と併せて、計画的な街路樹の整備方針と管理手法を取りまとめた街路樹管理計画を

策定中であることから、積極的な補植は控えており、市内には植樹桝だけが残っている

箇所があります。 

  一方で、地域から補植の要望があった場合には、地域と協働して街路樹の種類などを

調整し、地域の方から苗木の提供を受けて、市で補植を実施しています。 

 


